
２００３．１．２１ （３）

各　種　福　祉　手　当　一　覧

内　　容対象時　間開 催 日会　場事業名
快適なマタニティ
ライフのために１日目　

〜　

週
の
妊
婦

１６

２５
午後
１時３０分
～４時

７日（金）

健康福祉会館

母親学級
－４日間
コース－
（申し込み制）

妊娠中の日常生活と保
育、妊婦体操（実習）２日目１４日（金）

歯の衛生、生活
と栄養３日目２１日（金）

もく浴法、呼吸
法（実習）４日目午前１０時

～午後０時３０分２２日（土）

離乳食の進め方のお
話と試食

４
〜
５

か
月
児

午前
９時５５分
～１１時４５分
受付
午前
９時３０分～

１４日（金）
または
２８日（金）

初
期

健康福祉会館
離 乳 食
講 習 会
（申し込み制） 離乳食後期のお話と

試食、歯の話
８
〜
９

か
月
児

２１日（金）後
期

身長・体重測定、保
育相談、栄養相談、
母性相談、家族計画
の相談

２
か
月
児
〜
就
学
前

受付
午前
９時４５分
～１１時３０分
午後
１時３０分
～３時

３、１０、１７、
２４日（月）健康福祉会館

乳 幼 児
母性相談

１４日（金）子どもセンターばあん

６日（木）鶴 川 分 館

１９日（水）健康相談室 忠生

１２日（水）堺市民センター

町田市中小企業融資制度概要

健
康
案
内

健
康
案
内�

健
康
案
内�

ご
　
案
　
内�

健
康
づ
く
り�

　

左
表
を
ご
覧
下
さ
い
。

募
　
　
　
集�

生
活
協
力
員（
Ｌ
Ｓ
Ａ
）

　

都
民
住
宅
に
入
居
し
、
高
齢
者
集
合

住
宅
（
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
）
の
入
居
者
に

対
す
る
生
活
協
力
員
と
し
て
活
動
し
て

い
た
だ
く
方
の
募
集
で
す
。

○
資
格　

①
申
込
世
帯
が
都
民
住
宅

（
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
）
へ
の
入
居
資

格
が
あ
り（
収
入
ほ
か
）②
申
込
者
本
人

ま
た
は
同
居
者
が
生
活
協
力
員
の
業
務

を
行
え
る
③
お
お
む
ね　

歳
ま
で
の
方

５５

○
募
集
戸
数
等　

金
森
１
０
２
１－

１

＝
１
戸
（
あ
き
家
）
、
高
ヶ
坂
８
３
０

ほ
か
＝
２
戸
（
新
築
）

○
業
務　

入
居
者
の
安
否
の
確
認
、
緊

急
時
の
対
応
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡

等

○
待
遇　

業
務
に
対
し
、
謝
礼
と
家
賃

の
助
成
金
を
支
給

○
応
募
期
間　

１
月　

日
（
火
）
〜　

２１

２８

日
（
火
）

○
応
募　

直
接
、
住
宅
課
（
11
７
２
４

・
１
１
３
０
）
ま
た
は
高
齢
者
介
護
課

（
11
７
２
４
・
２
１
４
０
）
へ
。

【
看
護
師
・
助
産
師
】

○
資
格　

看
護
師
・
助
産
師

○
種
別　

①
外
来
②
産
休
・
育
休
代
替

○
勤
務
日　

①
＝
月
〜
金
曜
日
で
週
４

〜
５
日
②
＝
週
５
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
含
む
）
で
夜
間
勤
務
あ
り
（
三
交

代
制
）

○
勤
務
時
間　

①
＝
午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時
（
勤
務
日
・
時
間
は
応
相

談
）
②
＝
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

　

分
、
午
後
４
時　

分
〜
午
前
１
時　

１５

３０

１５

分
、
午
前
０
時　

分
〜
９
時　

分

３０

１５

○
賃
金　

①
＝
時
給
１
６
８
０
円
以

上
、
②
＝
時
給
１
８
０
０
円
〜
２
０
０

０
円
（
経
験
年
数
に
応
じ
て
、
深
夜
割

増
あ
り
）

※
交
通
費
９
０
０
円
ま
で
支
給
し
ま
す

（
①
・
②
共
通
）。

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
選
考
方
法　

書
類
・
面
接

○
応
募　

履
歴
書
と
免
許
証
コ
ピ
ー
を

郵
送
で
１
月　

日
ま
で
（
必
着
）
に
町

２９

田
市
民
病
院
管
理
課
（
〒　

－

０
０
２

１９４

３
、
旭
町
２－

　

－
　

、
11
７
２
２
・

１５

４１

２
２
３
０
内
線
５
５
３
・
５
５
８
）

へ
。

○
賃
金　

時
給
８
８
０
円
（
交
通
費
は

９
０
０
円
ま
で
支
給
）

○
応
募　

履
歴
書
を
郵
送
で
２
月
１
日

ま
で
（
必
着
）
に
、
ひ
な
た
村
（
〒　
１９４

－

０
０
３
２
、
本
町
田
２
８
６
３
、
11

７
２
２
・
５
７
３
６
）
へ
。

※
書
類
審
査
の
う
え
後
日
連
絡
し
ま

す
。

※
採
用
さ
れ
た
方
は
研
修
を
受
け
て
い

た
だ
き
ま
す
。

※
履
歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

公
開
し
て
い
ま
す�

町
田
市
庁
舎
問
題

検

討

委

員

会

　

市
内
の
中
小
企
業
者
ま
た
は
市
内

で
新
た
に
事
業
を
始
め
る
中
小
企
業

者
が
事
業
資
金
や
開
業
資
金
を
調
達

す
る
た
め
、
市
と
取
扱
金
融
機
関
と

の
提
携
及
び
信
用
保
証
機
関
の
協
力

に
よ
り
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

取
り
扱
い
は
次
の
金
融
機
関
の
町

田
市
内
に
あ
る
支
店
で
行
っ
て
い
ま

す
。

○
取
扱
金
融
機
関　

八
千
代
・
横
浜

・
三
井
住
友
・
み
ず
ほ
・
東
京
都
民

・
あ
さ
ひ
・
大
和
・
東
日
本
の
各
銀

行
、
城
南
・
横
浜
の
各
信
用
金
庫
、

町
田
市
農
業
協
同
組
合
（
個
人
の

み
、
開
業
資
金
は
取
扱
い
な
し
、
融

資
限
度
額
８
０
０
万
円
）

※
金
融
機
関
、
信
用
保
証
機
関
の
審

査
に
よ
り
、
融
資
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

□問
 

商
工
観
光
課
11
７
２
４
・
２
１
２

９

保　証　人融資期間・返済方法融資利率融資限度額融資の種類

個人…１人以上
法人…２人以上
（うち１人は代表者
個人の連帯保証を必
要）
ただし、緊急資金の
申し込みをする小規
模企業の方で、現在
小規模企業特別資金
を返済中の場合
個人…原則不要
法人…代表者個人

５年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済年利

２．２％
（１．５％）

１，０００万円

運 転 資 金

７年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

設 備 資 金

開 業 資 金

年利
２．５％
（１．８％）

店舗改造資金

７年以内（１２か
月の据置期間を
含む）割賦返済

公害防止資金

５年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

年利
２．２％
（１．５％）

　５００万円
緊 急 資 金

個人…原則不要
法人…代表者個人

小 規 模 企 業
特 別 資 金

※現在、この制度を利用している方も緊急資金の申し込みができます。ただし、
　開業資金および緊急資金の返済中に緊急資金の申し込みはできません。
※この制度は、信用保証機関（保証協会または基金協会）の保証が必要です。
　また、信用保証機関の指示により上表の他に保証人を要することもあります。
※保証協会または基金協会の保証料の１／２を融資時に補助します。　
　（　）内利率による額を年２回に分け補助します。

町
田
市
民
病
院

臨

時

職

員

ひ
な
た
村

ア

ル

バ

イ

ト

○
対
象　

子
ど
も
が
好
き
な　

歳
以
上

１８

　

歳
未
満
の
方
（
高
校
生
は
除
く
）

３０○
勤
務
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
勤
務
期
間　

４
月
８
日
〜
５
月
２
日

の
平
日
（
相
談
に
応
じ
ま
す
）

○
勤
務
内
容　

小
学
生
の
総
合
体
験
学

習
の
補
助
（
縄
文
体
験
）

○
人
員　

若
干
名

　

庁
舎
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
に
企
画

調
整
課
（
11
７
２
４
・
２
１
０
３
）
へ

ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

２
月
３
日
（
月
）
午
後
６
時

〜
８
時

○
会
場　

森
野
分
庁
舎
４
階
第
２
会
議

室○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

２０

【
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
】

　

８
月
分
の
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
利
用
者

の
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。
２
月
２
日

（
日
）
午
前
９
時
ま
で
に
使
用
料
金
を

お
つ
り
の
な
い
よ
う
に
お
持
ち
に
な

り
、
ひ
な
た
村
へ
お
集
ま
り
下
さ
い
。

　

な
お
、
１
日
か
ら　

日
ま
で
は
主
催

１０

事
業
等
の
た
め
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
同
ホ
ー
ル
で
は
金
銭
を
徴
収
し
て
の

催
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
】

　

４
月
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
は
主

催
事
業
の
た
め
行
い
ま
せ
ん
。

※
ひ
な
た
村
は
、
毎
週
火
曜
日
、
祝
日

の
翌
日
が
お
休
み
で
す
。

□問
 

ひ
な
た
村
11
７
２
２
・
５
７
３
６

ひ
な
た
村
利
用
予
約

各　
　

種

福
祉
手
当

該
当
者
は
申
請
を

　

左
表
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当

す
る
方
に
は
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
す
で
に
こ
の
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方
は
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
最
近
転
入
し
た
方
で
前
住

所
地
で
手
当
を
受
け
て
い
た
方
は
新

た
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　

手
当
の
申
請
に
は
、
印
鑑
の
ほ
か

に
身
体
障
害
者
手
帳
、
愛
の
手
帳
、

診
断
書
、
保
健
所
で
発
行
す
る
医
療

券
の
い
ず
れ
か
と
、
転
入
者
は
所
得

証
明
書
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。

〔
児
童
扶
養
手
当
及
び
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
申
請
〕
①
世
帯
全
員
の
全

部
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
住
民

票
（
児
童
扶
養
手
当
は
不
要
）
②
申

請
者
と
児
童
の
戸
籍
謄
本
が
必
要
で

す
。

□問
 

児
童
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
３

対　　象　　者手当の種類　
手当額（月額）

心身に障がいのある２０歳未満の児童を扶養して
いる方
①身障手帳…おおむね１～３級　②愛の手帳…
おおむね１～３度
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年
金を受給中、保護者の所得が一定額以上の場合
は除く。

特別児童
扶養手当

５１，５５０円
（国民年金法障
害等級の１級）

３４，３３０円
（同２級）

心身に障がいのある２０歳以上６５歳未満の方（一
部例外有）
（都制度）①身障手帳…１・２級　②愛の手帳
…１～３度　③脳性マヒ　④進行性筋萎縮症
（市制度）①身障…３・４級　②愛の手帳…４
度　③難病
※都制度・市制度ともに、施設入所者、老人福
祉手当受給者、所得が一定額以上の方は除く。

心身障害者
福祉手当
都制度

１５，５００円
市制度

８，０００円

心身に障がいのある２０歳未満の児童を扶養して
いる方
①身障手帳…１～４級　②愛の手帳…１～４度
③脳性マヒ　④進行性筋萎縮症　⑤難病
※児童が施設に入所中、児童育成手当の障害手
当受給者、保護者の所得が一定額以上の方は除
く。

町田市重度心身
障害児童福祉
手当

８，０００円

常時介護を必要とする２０歳未満の方
①身障手帳…おおむね１・２級　②愛の手帳…
おおむね１・２度　③これらと同等な疾病、あ
るいは精神障がいがある方
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給
中、本人及び扶養義務者の所得が一定額以上の
方は除く。

障害児福祉手当
１４，６１０円

※扶養義務者…申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等直系血族。

対　　象　　者手当の種類　
手当額（月額）

２０歳以上で、日常生活で常に特別の介護を必要
とする障がい状態にある方
①身体または精神に著しい重度の障がいがあり
日常生活で自己の用を自身でできない　②重度
の身体障がいと重度の精神障がいが重複　③身
体に２つ以上の異なる重度の障がいを持つ　④
疾病により長期にわたり絶対安静を必要とする
病状にある
※施設入所者、病院に３か月以上入院の方、本
人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の
方は除く。

特別障害手当
２６，８６０円

いつも介護を必要とする方（６５歳未満の方）
①重度の知的障がいで、常時著しい精神症状が
ある　②重度の知的障がいと重度の身体障がい
がある　③重度の肢体不自由者で、両上肢及び
両下肢の機能が失われ座っているのが困難
※施設入所者、３か月以上継続して入院中の方、
所得が一定額以上の方は除く。

重度心身障害者
手当

６０，０００円

昭和５９年４月２日以降に生まれた次の児童を扶
養している母または養育者
①父母が離婚　②父が死亡　③父が生死不明　
④父に重度の障がいがある　⑤父が法令により
１年以上の拘禁　⑥父に１年以上遺棄されてい
る　⑦婚姻によらないで生まれ、父から扶養さ
れていない
※児童が施設入所中、公的年金を受給中の方は
除く。また、本人・扶養義務者の所得が一定額
以上の方は支給停止となります。

児童扶養手当
４２，３７０円

４２，３６０円～
１０，０００円

（一部支給停止
の方）

町 田 市
中 小 企 業
融 資 制 度

ご利用下さい □問 健康課1７２５・５４２２２月の健康案内


